
平成２２年度一般会計補正予算説明資料
７款 商工費
２項 工鉱業費 産業振興総室［産学金官連携室］（内線:７６６３）
２目 中小企業振興費 （単位：千円）

財 源 内 訳 備 考
事 業 名 補正前 補 正 計

国 庫 支 出 金 起 債 その他 一般財源

[債務負担行為] 債務負担 債務負担 債務負担 債務負担

(新)とっとりバイ 行為額 行為額 行為額 行為額

オフロンティア管 0 198,993 198,993 198,993
理委託費
（指定管理者制度） 0 0 0 0

トータルコスト 0 0 0 （補正に係る主な業務）
―

従事する職員数 0人 0人 0人

行程表の政策目標 染色体工学技術等を活用したバイオ関連産業の創出等：研究開発成果を活用し
(指標) た事業化（Ｈ２２～２４：３件）

説明
１ 事業の目的・概要

利用者の多様なニーズへの柔軟かつ迅速な対応に配慮した管理運営サービスの向上を図
り、また産学官連携や人材育成等の施設機能を最も効率的・効果的に発揮するためには民
間手法の導入が不可欠であることから、平成２３年４月に開設（予定）するとっとりバイ
オフロンティアに指定管理者制度を導入する。

２ 主な事業内容
（１）指定管理者の業務の範囲

・施設等の利用許可 ・施設設備の維持管理、運営
・施設利用者の研究開発等の支援 ・バイオ産業分野の人材育成
・その他知事のみの権限に属する事務以外の業務

（２）指定管理者の指定方法
指名指定
財団法人鳥取県産業振興機構を想定
（理由）当該施設の管理運営にあたっては、単なる施設の貸し出しだけでなく、

利用者の研究開発の支援や、産学官連携、人材育成等に取り組んでいくこ
とが必要。同機構は、これまで県と連携してバイオ産業の振興に取り組ん
でおり、また、県内企業の起業化支援、産学官のマッチング、人材育成等
の実施により蓄えた知識・ノウハウ等を有している。

（３）指定期間
３年間（平成２３年度～平成２５年度）

（４）利用料収入の取り扱い
指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

（５）余剰金の取り扱い
委託料に余剰が生じた場合は、全額を県に返納し、そのうち、複数年契約導入による

節減額等、経営努力によらない額を控除した額の２分の１に相当する額の範囲内で、指
定管理者が公益事業の実施や当該管理施設の運営に活用することを目的とした基金を設
置する場合にその積立経費として助成する。

（６）債務負担行為限度額
１９８，９９３千円 【限度額の内訳】

平成２３年度 ４３，７３３千円
平成２４年度 ７７，６３０千円
平成２５年度 ７７，６３０千円

（参考）
債務負担行為限度額の設定における入居に係る利用料収入については、施設開所
当初における利用を促進するため、施設の共通部分の維持管理に要する経費から
算出した利用料金額の２分の１に設定して積算（平成２３年度～平成２５年度限り）。

３ これまでの取り組み状況、改善点
事業推進の体制を整備するとともに、施設の新築工事に着手（平成２２年６月補正予算）。


